
 

 

係の用語約 420 語について、

定義・例文を検索できる用語

集です。やさしい日本語のほ

か、９言語（英語、韓国語、

中国語（簡・繁）、タガログ語、

ベトナム語、ネパール語、ポ

ルトガル語、スペイン語、イ

ンドネシア語、カンボジア

語、タイ語、ミャンマー語、

モンゴル語）に対応していま

す。 

就業規則などを外国人労

働者に説明する際、理解が難

しそうな用語などを検索し

て、翻訳を提示したり、外国

人社員本人が、人事・労務用

語の入社前の学習や辞書と

して活用したりすることが

想定されています。 

 

◆モデル就業規則ほか 

厚生労働省のモデル就業

規則は外国語版も出されて

います。そのほか、日本国内

で働く外国人の方に向けた

｢労働条件ハンドブック｣や

外国人労働者の労災防止に

役立つ教材、資料も整備され

ています。 

 

インフルエン予防接種を福

利厚生で行う際の留意点 

 

◆インフルエンザが流行シ

ーズンに突入 

厚生労働省は３日、令和７

年第 39 週の定点当たり報告

数が 1.00 を上回り、インフ

ルエンザが流行シーズンに

入ったことを発表しました。

例年より２カ月ほど流行入

りが早いことや、昨年の報告

数が統計史上最多となった

原因として、ワクチン接種率

の低下が指摘されているこ

とから、早めの予防接種を推

奨することが望ましいと考

えられます。 

 

◆インフルエンザワクチン

について 

毎年の予防接種では、国

内・国外の動向を鑑みて流行

すると予測された型のワク

チンが使用されます。今年度

から、日本で使用されるワク

チンが４価から３価へと変

更されました。これは世界的

に検出されていないウイル

ス株であるＢ／山形系統を

除くとしたＷＨＯの方針に

基づいた決定です。インフル

エンザワクチンの研究も進

んでおり、昨年に製造販売が

承認されたワクチンもある

ので、専門家と相談して予防

接種に使用するワクチンを

選択しましょう。 

 

◆留意点 

予防接種の費用を会社で

負担した場合、著しく高額で

はなく、業務上必要であり、

従業員全員を対象としてい

る場合は福利厚生費として

経理処理できます。 

しかし、予防接種を強制す

ることはできないことに注意

が必要です。インフルエンザ

予防接種は法的な強制力がな

く、会社が接種を強制するこ

とはパワハラ問題に繋がりか

ねません。また、アレルギー

や既往症等による副反応のリ

スクもあるため、推奨制度を

作成する場合はパワハラ防止

の周知を含めたトラブル対策

を講じましょう。 

コロナウイルス等の他の感

染症も警戒する必要もありま

すが、マスクの着用や手洗い

といった生活習慣による予防

にも限界があります。感染に

よる業務停滞を防ぐには、会

社がインフルエンザ予防接種

を推奨することも重要です。 

 

健康保険の被扶養者認定

は令和８年４月から労働契

約内容で年間収入を判定 

 

健康保険の被扶養者とし

ての認定は、対象者の過去

の収入、現時点の収入また

は将来の収入の見込みなど

から、今後１年間の収入の

見込みにより判定されてい

ましたが、令和８年４月か

らは、労働契約段階で見込

まれる収入を用いて被扶養

者の認定を行うこととされ

ました。 

 

 

 

す。 

具体的な手法には、「リバ

ースメンタリング」がありま

す。ＩＴスキルは若手が高齢

者に教え、業界知識や顧客対

応のコツは高齢者が若手に

伝授するといった双方向の

学習システムです。仕事に必

要な情報をお互いに提供し

合える関係性が構築される

ことで、知識の共有はもちろ

ん、アイデアの活性化にもつ

ながり、業務の改善・効率化

にも有益です。 

これからは“高齢労働者”

ではなく、「ノウハウ人材」や

「後継育成人材」という認識

に改めたほうがよいでしょ

う。高齢者雇用は「コスト」

ではなく「投資」だという経

営者の意思表示も重要です。 

制度設計や運用面では、年

齢に応じた労働条件の設定、

安全衛生管理、労働時間の配

慮など、高年齢者雇用安定法

に基づく適切な対応が求め

られます。法的リスクを回避

しながら効果的な高齢者活

用を実現しましょう。 

 

外国人労働者に人事・労

務を説明する際に役立つ

支援ツール 

  

日本の法制度や雇用慣行は

外国人労働者にとっては馴

染みのないことも少なくあ

りません。そのため、厚生労

働省から、職場のルールを理

由や背景も含めて説明し、理

解を深めてもらうことを目

的とした支援ツールが出さ

れています。 

 

◆『外国人社員と働く職場の

労務管理に使えるポイント・

例文集』 

採用、賃金、労働時間とい

った９つのテーマをあげ、雇

用管理で実際に想定される

場面ごとに、①外国人社員に

説明する前に読んで理解し

ておくとよいポイント、②実

際に外国人の方にそのまま

話したり見せたりできるよ

う「やさしい日本語」による

説明の例が紹介されていま

す。例えば、採用後に労働者

が提出する書類について、

｢日本では、あなたに代わっ

て会社が税金や保険の計算

をします。あなたのためにし

ますから、必要な情報を会社

に教えてください。｣とルビ

つきで示されています。 

 

◆雇用管理に役立つ多言語

用語集 

人事・労務の場面でよく使

用する労働関係、社会保険関

高齢者雇用のマインドセ

ットを見直そう 

 

◆義務対応を超えた戦略的

アプローチ 

2025 年３月で 65 歳までの

雇用確保義務の経過措置が

終了し、すべての企業で完全

実施が求められています。し

かし、高年齢者の継続雇用に

ついては多くの企業が「仕方

なく雇用継続する」という後

ろ向きの発想（福祉的雇用）

に留まっているのが現実で、

これは大きな機会損失です。 

高齢者が持つ豊富な経験

と知識を適切に活用し、組織

の貴重な資産とするために

効果的なアプローチは「役割

の再定義」です。従来の業務

をそのまま継続させるので

はなく、高齢者の強みを活か

せる新しい役割を創出しま

す。例えば、技術継承のメン

ター役、新人教育の指導者、

顧客との長期的関係構築の

担当者などです。 

 

◆世代間連携で生産性を向

上させる 

高齢者雇用成功の鍵は「世

代間連携」にあります。若手

の斬新なアイデアとベテラ

ンの経験を組み合わせるこ

とで、相乗効果を生み出せま
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